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学校法人山内学園 役員等へ 報酬等 支給基準 関 規程 

 

目的  

第一条 規程 学校法人山内学園 下 法人 いう 寄附行為第十九条 第

十八条及び寄附行為施行細則第十一条及び第十 条 規定 法人

役員等 報酬等 支給 関 必要 項を定 を目的  

 

役員等  

第 条 規程 役員等 法人 役員 理 長 理 監 及び評議

員並び 寄附行為施行細則 下 細則 いう 定 学園長 学園顧問及び名

誉相当職をいう  

   常勤 役員 法人 い 勤 常態 あ 者をいう  

   非常勤 役員 常勤 役員 外 者をいう  

 

報酬等 種類  

第三条 規程 報酬等 各号 掲 をいう  

1 役員手当及び評議員手当 

2 業 手当 

3 退任慰労金 

4 労金 

 5 報酬 

 

報酬等 額 算定方法及び支給方法  

第四条 報酬等 額 掲 報酬等 区分 応 当該各項 定 範囲内 理

会 い 決定  

 役員手当及び評議員手当 

役員手当及び評議員手当 別表 金額 年 2 回 7 月 10 日 12 月 10 日

支給 但 学園長 学園顧問及び名誉相当職 当分 間 理 待遇を

遇  

 業 手当 

役員等 法人 理 会・評議員会へ出席 た た 非常勤 役員等

理 長 指示 法人 業 を行 た 交通費を弁償 ほ 別

表 金額を業 手当 そ 都度支給 但 学園長 学園顧問及び名

誉相当職 当分 間 理 待遇を 遇  

   退任慰労金 

一 役員等 退任又 在任中 死亡 た 別表 退任慰労金を支給

但 在任期間 期未満 あ そ 在任年月数を 案  
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前号 規定 関わ 理 会・評議員会 席 多い場合 理 長

減額支給 た 支給停止を行う  

    三 理 長 く 理 評議員を兼 場合 退任慰労金 兼職期数 応

評議員相当 金額 ／ を 算  

   労金 

    常勤 理 長及び理 い 学園 発展 特 労 あ た 認

者 理 長 あ 別表 退任慰労金 倍 金額を限度 理

あ 退任慰労金 金額を限度 退任時 労金を支給 あ

場合 理 長へ 労金 金額 理 会 意見を聞い 期理 長 決定

理 へ 労金 金額 理 会 意見を聞い 理 長 決定  

   報酬 

理 長 理 及び監 法人 職員 法人 設置 学校 教員

く 職員を含 を兼 く常勤 就任 た 常任理 ・常任

監 等 別表 を基準 報酬を支給 あ  

 

支給制限  

第五条 理 評議員を兼 場合 役員等手当及び業 手当 理 相当 金額

重複 支給 い 但 業 手当 い 理 会 評議員会 異 た期

日 開催さ 評議員相当 金額を支給  

第六条 年度途中 就任 又 退任 た時 役員 手当 支給日現在 い 在任

い 支給  

 

そ 他  

第七条 規程 改廃 理 会 行う  

 

 

付則  規程 和 年 月 日 施行  

    規程 施行 伴い 学校法人山内学園 役員等報酬規程       

和 2 年 3 月 31 日を 廃止  

 

 

 

 

 

 

 

 



■別表 役員手当及び評議員手当 ■別表 業務手当

※ 回支給 回あた の支給額

■別表 退任慰労金
成 度以降の在任に対しての支給額

成 度 成 度の期間に在任した際の支給額

成 度以前の在任に対しての支給額

■別表 報酬

※月額報酬のほ 間賞与として 最大 号俸 月額 × ヶ月 を支給す 場合 あ
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